
一般社団法人ＭＩＴ就業規則 
 

平成２５年７月８日決定 
平成２６年４月１日改定 
平成２８年４月１日改定 
令和４年４月１日改定 

 
第１章 総則 

（総則） 
第１条 この就業規則は、一般社団法人ＭＩＴに勤務する者の労働条件、服務規律その他の

就業に関することを規定する。 
２ 前項の規定にかかわらず、パートタイム労働者にはこの就業規則は適用しない。 
３ パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。 

 
第２章 労働時間 

 (労働時間及び休憩時間)  
第２条 労働時間は、１週間については４０時間、１日については８時間とする。 
２ 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむ

を得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日まで

に労働者に通知する。 
始業  ８時４５分 
終業 １７時３０分 

休憩時間 正午より１時間 
 
（休日） 
第３条 休日は、次のとおりとする。 
・土曜日及び日曜日 
・国民の祝日（日曜日と重なったときは翌日） 
・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 
・その他会社が指定する日 

２ 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り

替えることがある。 
 
(有給休暇) 
第４条 有給休暇は，年次有給休暇，病気休暇及び特別休暇とする。 
 



（年次有給休暇） 
第４条の２ １年間につき、１０日の年次有給休暇を与える。ただし、雇用契約期間が１年

間に満たない場合は、雇用契約期間に応じて日割り計算して与えるものとし、この場合にお

いて１日未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げて計算するものとする。 
 
（病気休暇） 
第４条の３ 負傷又は疾病等のため療養する必要があり，勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合には，病気休暇を取得することができる。 
２ 病気休暇の期間は，療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小

限度の期間とし，1 日，1 時間又は 1 分を単位として取り扱う。 
３ 病気休暇は，あらかじめ会社の承認を受けなければならない。ただし，やむを得ない事

由によりあらかじめ請求できなかった場合には，その事由を付して事後において承認を求

めることができる。 
 
（特別休暇） 
第４条の４ 特別休暇は次のとおりとする。 
・夏季休暇（一の年の七月から九月までの期間内における、第３条に規定する休日及び代

休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間） 
 

第３章 賃金 
（賃金の構成） 
第５条 賃金の構成は、基本給、諸手当及び割増賃金（時間外労働割増賃金、休日労働割増

賃金、深夜労働割増賃金）とする。 
 
（基本給） 
第６条 基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。 
２ 基本給は 50 万円を上限とする。 
 
（通勤手当） 
第７条 通勤手当は、通勤に要する費用として通勤に要する距離に応じて支給する。 
 
（管理職手当） 
第７条の２ 管理職手当は、他の者を指揮し、組織の運営に当たる者に対して基本給の１０

０分の２０を支給する。 
 
（博士手当） 



第７条の３ 博士手当は、博士課程修了者に対して月額４４，０００円を支給する。 
 
（賃金の計算及び支給） 
第８条 賃金の計算は月末締めとし、翌月払いとする。 
 
（支給日） 
第９条 賃金の支給日は１６日とする。 
２ 支給日が金融機関の休日の場合は、その前日に支給するものとする。ただし、その日が

１４日となるときは、１７日（１７日が休日に当たるときは、１８日）とする。 
 
（支払の方法） 
第１０条 賃金は、本人の申し出る金融機関口座へ、振込みにより支給するものとする。 
 
（退職手当） 
第１１条 退職手当に関する規程は別途定める。 
 

第４章 退職（退職に関する事項） 
（退職を申し出る期限） 
第１２条 やむを得ない事情により退職を希望する場合は、退職予定日の１ヶ月前までに

文書により申し出ること。 
２ 前項の規定により退職の申し出があった場合、必要に応じて、民法第６２８条の規定に

基づき損害賠償請求をすることができる。 
 
（普通解雇） 
第１３条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。 
１ 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換でき

ない等、就業に適さないと認められたとき 
２ 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ない

と認められたとき 
３ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後 3 年を経過しても当該負傷又は疾病がな

おらない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとな

ったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。) 
４ 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもな

おその障害により業務に耐えられないと認められたとき 
５ 試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき 
６ 次条に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められたき 



７ 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事

情により、事業の継続が困難となったとき 
８ 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事

情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させ

ることが困難なとき 
９ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき 

２ 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも３０日前に予告をするか又は

予告に代えて平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督

署長の認定を受けて次条に定める懲戒解雇をする場合は、この限りでない。 
３ 第１項の規定による従業員の解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、解雇の

理由を記載した証明書を交付する。 
 
（懲戒解雇） 
第１４条 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。この場合において、

行政官庁の認定を受けたときは、労働基準法第２０条に規定する予告手当は支給しない。た

だし、平素の服務態度その他情状によっては、前条に定める普通解雇又は減給若しくは出勤

停止とすることがある。 
１ 重要な経歴を詐称して雇用されたとき 
２ 正当な理由なく無断欠勤１４日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき 
３ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、数回にわたって注

意を受けても改めなかったとき 
４ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき 
５ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき 
６ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実

が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。) 
７ 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき 
８ 数回にわたり注意を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込

みがないと認められたとき 
９ 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化

させ、又はその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような

行為を行ったとき 
１０ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき 
１１ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若し

くは求め、又は供応を受けたとき 
１２ 私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、

業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき 



１３ 会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な

運営を阻害したとき 
１４ その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき 

２ 前項の規定による従業員の懲戒解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、懲戒

解雇の理由を記載した証明書を交付する。 
 


